
災害関連対策融資利子補給の申請について、お知らせします。

ご不明な点等ございましたら、担当までご連絡をお願いいたします。

市役所商工観光課より「交付決定通知書（様式第３号）」を送付し、利子補給金額を通

知のうえ、お支払いいたします。※支払いは申請から約１か月後となる見込みです。

１ 提出準備

（１）対象となる以下の①から⑤のいずれかの融資であることを確認。

① 愛媛県 災害関連対策資金

② 日本政策金融公庫 災害復旧貸付

③ 日本政策金融公庫 平成３０年７月豪雨特別貸付

④ 日本政策金融公庫 平成３０年７月豪雨に伴う小規模事業者

経営改善資金の拡充（西日本豪雨災害マル経）

⑤ 商工組合中央金庫 災害復旧資金

（２）市役所商工観光課（本庁７階）または、市ホームページより書類を取得。

２ 申請書類

※対象となる融資

が複数ある場合

は、各融資につき

１部ずつ申請書類

の作成をお願いし

ます。（納税・納付

証明書については

１部でかまいませ

ん。）

（１）平成３０年７月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補給

金交付申請書（様式第１号）

延滞利息は、補助対象外です。

（２）災害復旧資金・貸付利息支払証明書（様式第２号）または償還状況を確認

できる金融機関発行の証明書類

融資を受けた金融機関で取得してください。金融機関発行の証明書類で、災害

関連対策融資であることの確認ができないものは、「災害復旧資金・貸付利息支

払証明書（様式第２号）」での提出をお願いします。

（３）金融機関との金銭消費貸借契約書の写しまたはそれに準ずるもの

災害関連対策融資・資金使途・融資額・融資日・融資期間・償還額・利率等が

確認できるもの。昨年度までに申請済みの方は提出を省略できます。ただし、内

容に変更があった場合は、変更内容が分かる契約書等を提出してください。

（４）申請日現在で未納がない証明書（納税・納付証明書）

市役所税務課（本庁５階）または各支所税務係にて取得してください。

（５）平成３０年７月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補給

金交付請求書（様式第４号）

３ 提出
市役所商工観光課（本庁７階）または 各支所産業建設係へ申請書類を提出。

郵送可。提出期限 令和８年１月 30 日（金）

【問い合わせ先】

宇和島市役所商工観光課 担当 井尻

電 話 0895－49－7080

ＦＡＸ 0895－25－4907

メール shoko2@city.uwajima.lg.jp

災害関連対策融資利子補給の申請方法

mailto:shoko2@city.uwajima.lg.jp

